
 

「⾃治体によるＳＤＧｓの取組の評価の視点」の補⾜資料 1 

 2 
令和元年 12 ⽉ 10 ⽇ 3 

⾃治体ＳＤＧｓ推進評価・調査検討会 4 
 5 

⾃律的好循環の形成へ向けた⾃治体の役割の新たな視点について 6 

 第 10 回⾃治体ＳＤＧｓ推進評価・調査検討会（平成 30 年 12 ⽉ 11 ⽇開催）において、「⾃7 
治体によるＳＤＧｓの取組の評価の視点1」（以下、「評価の視点」という。）を取りまとめた。8 
その中でも「４ 具体的な事業推進の視点」として⾃律的好循環に関する記載がされており、9 
⾃律的好循環を達成するためには、事業活動が地元の経済、社会、環境の３側⾯に利益を循環10 
させていく仕組みや、地元で循環し具体的利益をもたらす財務的価値が定量的に評価できる仕11 
組みの構築が必要とされている。 12 
 政府においても、「拡⼤版ＳＤＧｓアクションプラン 20192」における主要な取組として、地13 
⽅創⽣ＳＤＧｓ達成に向け⾃律的好循環の形成を⽬指し、地⽅創⽣ＳＤＧｓ⾦融の普及・展開14 
を図り、多様なステークホルダーが連携し「地⽅創⽣ＳＤＧｓ⾦融フレームワーク」構築を⽬15 
指すとされている。また、「まち・ひと・しごと創⽣基本⽅針 20193」においては、第 2 期にお16 
ける新たな視点へ、新しい時代の流れを⼒にするという中で、ＳＤＧｓを原動⼒とした地⽅創17 
⽣を推進していくとされている。 18 

上記の実現に向けた⾜掛かりとしては、地域事業者等の地⽅創⽣ＳＤＧｓに対する認知度の19 
向上及び、取組の⾒える化が重要な点として考えられ、その具体的な⼿段として、地⽅創⽣Ｓ20 
ＤＧｓに積極的に取り組む地域事業者等を対象に、登録や認証などの具体策の検討が期待され21 
る。 22 

そこで、「評価の視点」の「４ 具体的な事業推進の視点」に、⾃律的好循環形成に向けた⾃23 
治体の役割を新たに補⾜し、⾃治体サイドにも認知してもらうことが重要であると考え、以下24 
の内容を補⾜する。 25 
 26 
【新たな視点としての補⾜内容】 27 
⾃律的好循環の形成へ向けた⾃治体の役割 28 

・⾃治体において、地⽅創⽣ＳＤＧｓの取組推進による⾃律的好循環形成へ向けて、地⽅創29 
⽣ＳＤＧｓに積極的に取り組む地域事業者等を対象に、登録や認証を⾏うなどの⾃律的好30 
循環の形成へ向けた取組について、具体化や検討をしているか、あるいは関⼼を持ってい31 
るか。 32 
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